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船舶事故調査報告書 

 

                                平成２４年３月８日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                           委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                           委   員  庄 司 邦 昭 

                           委   員  石 川 敏 行 

                           委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２２年１１月２７日（土） ０７時４５分ごろ 

発生場所 高知県土佐市宇佐漁港南方沖 

 土佐市所在の白ノ鼻灯台から真方位３４０°４００ｍ付近 

 （概位 北緯３３°２６.０′ 東経１３３°２７.６′） 

事故調査の経過  平成２３年７月１９日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ モーターボート Ｚ
ゼット

、１.５トン 

   ２８２－１９７３７高知、個人所有 

   ５.７８ｍ（Lr）×２.２１ｍ×１.２０ｍ、ＦＲＰ 

   ガソリン機関（船外機）、３６kＷ、平成１７年５月 

Ｂ モーターボート 第六清
きよ

丸、５トン未満 

   ２８２－７６２６高知、有限会社奥田釣具店 

   ４.６９ｍ（Lr）×１.４７ｍ×０.６１ｍ、ＦＲＰ 

   ガソリン機関（船外機）、７kＷ、昭和５６年６月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ８２歳 

   二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和５１年１月９日 

    免許証交付日 平成２１年１２月１０日 

           （平成２７年２月２７日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ３９歳 

   二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 平成１２年７月２５日 

    免許証交付日 平成２２年６月７日 

           （平成２７年７月２４日まで有効） 

 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ 負傷 １人（同乗者） 

 損傷 Ａ 船首部外板に擦過傷 

Ｂ 船尾外板に擦過傷及び船外機損壊 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、救命胴衣を着用し、釣り場に向けて

宇佐漁港を出港した。 

 船長Ａは、舵輪の後方に立った姿勢で操船し、港口付近を通過した後、

約１１３°（真方位、以下同じ。）の針路及び約１２ノットの対地速力で

手動操舵により航行したところ、正面に低高度の太陽を見る状況となり、
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前方の海面上には光の帯が生じていた。 

 船長Ａは、前方の光の帯から視線を外し、右舷船首方を向いて変針目標

となる白ノ鼻沖の浅瀬を探しながら東南東進していたところ、平成２２年

１１月２７日０７時４５分ごろ、白ノ鼻灯台から３４０°４００ｍ付近に

おいて、Ａ船の船首とＢ船の船尾とが衝突した。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、同乗者１人を乗せ、共に救命胴衣を

着用し、白ノ鼻北西方沖において船外機を停止させ、船首を東南東方に向

けて漂泊して釣りを行っていた。 

 船長Ｂは、船尾付近に立ち、右舷方に竿を出して釣りを行っていたとこ

ろ、衝突の約３０～４０秒前、船尾方約２００ｍに接近するＡ船を視認し

たものの、釣りを続けた。 

 船長Ｂは、衝突の約５秒前、Ａ船が約３０ｍに接近したことに気付き、

手を振って叫んだものの気付いてもらえず、衝突の危険を感じて海に飛び

込んだ直後、両船が衝突した。 

 船長Ａは、船長Ｂと同乗者を揚収し、Ｂ船をえい航して宇佐漁港に入港

した。 

 Ｂ船の同乗者は、頸椎捻挫を負った。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 西、風力 １、視界 良好 

海象：潮汐 上げ潮の末期 

日出時刻：０６時４８分ごろ 

 その他の事項  本事故当時の太陽については、方位が約１２３°、高度が約１０°であ

った。 

 船長Ａは、船内にサングラス等を備えていなかった。 

 Ｂ船は、事故発生の約５分前から漂泊していた。 

 船長Ｂは、航行中の他船が漂泊中のＢ船を避けてくれるものと思ってい

た。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

あり 

 Ａ船は、白ノ鼻の北西方沖において、正面に高

度約１０°の太陽を見る状況で東南東進中、船長

Ａが、前方の海面に太陽が反射して輝いていたが

サングラスなどの減光措置を講じることなく見張

りを行い、また、右舷船首方の浅瀬を見付けるこ

とに意識を向けており、適切な見張りを行ってい

なかったことから、漂泊中のＢ船に気付かずに航

行し、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

 Ｂ船は、白ノ鼻の北西方沖において、釣りを行

って漂泊中、船長Ｂが、Ｂ船に接近するＡ船を視

認していたが、航行中の他船が漂泊中のＢ船を避

けてくれるものと思い込んでいたことから、漂泊

を続けていたものと考えられる。 

原因 本事故は、白ノ鼻の北西方沖において、Ａ船が東南東進中、Ｂ船が釣りを

行って漂泊中、船長Ａが、適切な見張りを行っていなかったため、Ｂ船に

気付かずに航行し、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
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参考  今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、次の

ことが考えられる。 

 ・海面が太陽光でまぶしい場合、サングラスなどの減光措置を講じるこ

と。 

 




